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健康保険の被扶養者認定は令和８年４月 

から労働契約内容で年間収入を判定 
 

健康保険の被扶養者としての届出に係る者（以下

「認定対象者」という。）の年間収入については、認

定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の

収入の見込みなどから、今後１年間の収入の見込み

により判定されていましたが、令和８年４月から

は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見

可能性を高めるため、次のとおり、労働契約段階で

見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこと

とされました。 
 

◆労働契約で定められた賃金（労働基準法第 11 条

に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含

まれる。）から見込まれる年間収入が 130 万円

（認定対象者が 60 歳以上の者である場合または

概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要

件に該当する程度の障害者である場合にあって

は、180 万円。認定対象者（被保険者の配偶者を

除く。）が 19 歳以上 23 歳未満である場合にあっ

ては 150 万円）未満であり、かつ、他の収入が見

込まれず、 

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属してい

る場合には、被保険者の年間収入の２分の１未

満であると認められる場合 

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属してい

ない場合には、被保険者からの援助に依る収入

額より少ない場合 

には、原則として、被扶養者に該当するものとして

取り扱う。 
 

◆労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場

合は、労働基準法第 15 条の規定に基づき交付さ

れる「労働条件通知書」（以下「通知書」とい

う。）等の労働契約の内容が分かる書類の添付およ

び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の

申立てを求めることにより確認する。具体的に

は、通知書等の賃金を確認し、年間収入が 130 万

円未満（一定の場合は 180 万円または 150 万円

未満）である場合には、原則として被扶養者とし

て取り扱う。なお、労働契約の更新が行われた場

合や労働条件に変更があった場合（以下「条件変

更」という。）は、当該内容に基づき被扶養者に係 

る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該 

内容が分かる書面等の提出を求める。 
【厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合

の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S006

0.pdf 
 

貴社の取得状況はいかがですか？  

有給休暇取得率が 66.9％で過去最高に 
～厚生労働省「就労条件総合調査」 

 

◆年次有給休暇取得率が過去最高に 
厚生労働省の「令和７(2025)年就労条件総合調査」

によれば、令和６年の労働者１人当たりの年次有給休

暇取得率は66.9％、平均取得日数は12.1日でした。

これは過去最高の数値で、また近年は過去最高を更新

し続けていることから、年休の取得促進が進んでいる

ことがうかがえます。 

中小企業では、業務量の偏りや代替要員の確保が難

しいことなどから、年休取得が進みにくい傾向があり

ます。しかし、年休取得促進は、従業員の健康確保・

離職防止・生産性向上に直結する重要な取組みです。

また採用の観点でも、「きちんと休める会社か」は若

年層や育児世代を中心に関心の高い項目です。大企業

が週休３日制などを取り入れる中で、同業他社と比べ

て著しく取得率が低かったり、促進の取組みを何もし

ていなかったりという状況では、人材確保が困難とな

る可能性があります。 
 

◆年休取得促進のポイント 
① 計画的付与制度の活用 

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇

の付与日数のうち５日を除いた残りの日数について、

労使協定を締結する等により、計画的に休暇取得日を

割り振ることができる制度です。繁忙期・閑散期を見

据えて計画的に付与することで、事前に業務調整を行

いやすくなります。 

② 休みやすい職場環境の整備 

仕事はチームで行うという認識のもと、特定の担当

者しかできない業務を減らすことで、休みやすい環境

を整えることができます。情報共有による属人化防止

が実践のカギです。また、上司の姿勢や職場の空気が

取得率に大きな影響を与えます。管理職研修や取得状

況の可視化が有効です。 
【厚生労働省「令和７(2025)年就労条件総合調査 結果の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/2

5/index.html 
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